
●
タ
イ
の
王
制
と
立
憲
革
命

　

東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
位
置
す
る
タ

イ
で
「
亡
命
の
政
治
学
」
と
い
え
ば
、

一
九
三
二
年
の
体
制
転
換
後
に
お
け
る

有
力
王
族
の
亡
命
が
ま
ず
想
起
さ
れ

る
。
タ
イ
の
現
王
朝
は
、
ラ
ー
マ
一
世

（
在
位
一
七
八
二
〜
一
八
〇
九
）に
よ
っ

て
一
七
八
二
年
に
創
始
さ
れ
た
チ
ャ
ッ

ク
リ
ー
王
朝
で
あ
る
。
そ
の
九
代
目
の

君
主
と
し
て
、
世
界
最
長
の
治
世
を
誇

る
ラ
ー
マ
九
世
王（
在
位
一
九
四
六
〜
）

は
、
臣
民
の
敬
愛
を
集
め
る
の
み
な
ら

ず
、
立
憲
君
主
の
枠
を
超
え
た
政
治
・

経
済
的
影
響
力
を
も
つ
存
在
と
し
て
知

ら
れ
る
。

　

で
は
、
タ
イ
の
国
王
は
い
つ
の
時
代

か
ら
強
い
指
導
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
を
ふ
り
返

る
と
、
九
世
王
の
祖
父
に
あ
た
る
ラ
ー

マ
五
世
王
（
在
位
一
八
六
八
〜
一
九
一

〇
）
の
治
世
が
重
要
な
転
期
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
近

隣
諸
国
が
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に

よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
て
い
く
な
か
、

五
世
王
は
行
政
機
構
を
刷
新
し
、
異
母

弟
に
あ
た
る
親
王
た
ち
を
次
々
と
政
府

の
要
職
に
任
命
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結

果
、
お
よ
そ
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
首

都
バ
ン
コ
ク
を
拠
点
と
す
る
チ
ャ
ッ
ク

リ
ー
王
族
の
専
制
的
支
配
体
制
＝
絶
対

王
制
が
確
立
し
た
。

　

し
か
し
、
五
世
王
の
息
子
で
あ
る

ラ
ー
マ
六
世
王
（
在
位
一
九
一
〇
〜
二

五
）
の
治
世
に
は
い
っ
て
間
も
な
い
一

九
一
二
年
に
は
、
陸
軍
軍
人
を
中
心
と

し
た
反
乱
未
遂
事
件
が
お
こ
り
、
絶
対

王
制
に
対
す
る
不
満
が
早
く
も
顕
在
化

す
る
。
六
世
王
は
国
王
直
属
の
私
兵
団

を
組
織
し
て
「
民
族
・
仏
教
・
国
王
」

と
い
う
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
宣
伝
し

た
り
、
タ
イ
経
済
を
支
配
す
る
華
僑
商

人
を
タ
イ
民
族
の
敵
と
し
て
批
判
し
た

り
す
る
な
ど
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
に

熱
心
な
国
王
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、

浪
費
に
よ
っ
て
財
政
を
悪
化
さ
せ
た

り
、
身
び
い
き
的
な
人
事
を
行
っ
た
り

し
た
た
め
、
政
府
に
対
す
る
不
満
が
王

族
・
非
王
族
を
問
わ
ず
高
ま
る
結
果
と

な
っ
た
。
当
時
バ
ン
コ
ク
で
発
行
さ
れ

て
い
た
新
聞
に
は
、
今
日
で
は
考
え
ら

れ
な
い
よ
う
な
国
王
・
王
族
批
判
が
散

見
さ
れ
る
。

　

六
世
王
は
五
人
兄
弟
の
長
男
で
あ
っ

た
が
、三
人
の
弟
が
相
次
い
で
薨こ

う

去き
ょ

し
、

自
身
は
男
子
を
残
さ
な
か
っ
た
た
め
、

図
ら
ず
も
末
弟
の
ス
コ
ー
タ
イ
親
王
が

ラ
ー
マ
七
世
王
（
在
位
一
九
二
五
〜
三

五
）
と
し
て
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
七
世
王
は
即
位
当
初
か
ら
積

極
的
に
行
政
改
革
を
行
い
、
兄
王
の
治

世
に
傾
い
た
王
族
の
権
威
を
回
復
し
よ

う
と
努
め
た
が
、
運
悪
く
一
九
二
九
年

に
始
ま
る
世
界
恐
慌
の
あ
お
り
を
受

け
、
タ
イ
の
国
家
財
政
と
景
気
は
悪
化

し
、
政
治
改
革
の
気
運
が
さ
ら
に
高

ま
っ
た
。

　

結
局
、
立
憲
主
義
を
求
め
る
人
民
党

が
、
一
九
三
二
年
六
月
二
四
日
に
革
命

を
成
功
さ
せ
、
タ
イ
の
絶
対
王
制
は
終

焉
し
た
。
人
民
党
は
、
官
費
留
学
生
と

し
て
フ
ラ
ン
ス
に
送
ら
れ
た
、
お
も
に

平
民
出
身
者
か
ら
な
る
政
治
結
社
で
あ

り
、
王
族
と
い
う
特
権
身
分
に
よ
る
支

配
を
国
家
発
展
の
障
害
と
み
な
し
て
い

た
。

　

立
憲
革
命
の
結
果
、
七
世
王
政
府
の

要
職
に
あ
っ
た
多
数
の
王
族
が
国
外
に

移
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
な
か
で
も
特
に
有
力
で
あ
っ
た
三

名
の
人
物
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

●
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王

　

立
憲
革
命
後
、
い
ち
早
く
国
外
退
去

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
が
ナ
コ
ー
ン
サ

ワ
ン
親
王
（
一
八
八
一
〜
一
九
四
四
）

で
あ
る
。
五
世
王
と
異
母
妹
の
間
に
生

ま
れ
た
親
王
は
、
六
世
王
・
七
世
王
兄

弟
ら
と
並
ぶ
最
高
位
の
王
族
で
あ
っ

た
。
ド
イ
ツ
の
士
官
学
校
、
参
謀
学
校

を
卒
業
し
て
帰
国
し
た
の
ち
、
五
〜
六

世
王
治
世
に
か
け
て
陸
軍
参
謀
長
、
海

軍
相
、
枢
密
顧
問
官
な
ど
の
要
職
を
歴

任
し
た
。
た
だ
、
王
族
の
な
か
で
も
血

筋
、
能
力
、
財
力
と
も
に
群
を
抜
い
て

い
た
た
め
か
、
異
母
兄
の
六
世
王
か
ら

は
つ
ね
に
警
戒
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
。

特 集

日
向
伸
介

タ
イ
王
国・一
九
三
二
年
立
憲
革
命
と

タ
イ
王
国・一
九
三
二
年
立
憲
革
命
と

有
力
王
族
の
亡
命

有
力
王
族
の
亡
命

亡命する
政治指導者たち
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七
世
王
の
治
世
に
は
い
る
と
直
ち

に
、
最
高
顧
問
会
議
の
顧
問
官
に
選
出

さ
れ
た
。
最
高
顧
問
会
議
と
は
、
内
閣

を
超
え
る
権
限
を
も
つ
最
高
意
思
決
定

機
関
で
あ
り
、
七
世
王
が
み
ず
か
ら
の

経
験
不
足
を
補
う
と
と
も
に
、
兄
王
の

治
世
に
損
な
わ
れ
た
王
室
の
権
威
回
復

を
意
図
し
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
元
老
院
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
も

言
わ
れ
る
。
顧
問
に
は
七
世
王
の
叔
父

が
二
名
、
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
を
含

む
異
母
兄
三
名
が
就
任
し
た
。
ナ
コ
ー

ン
サ
ワ
ン
親
王
は
さ
ら
に
国
防
相
（
任

期
一
九
二
六
〜
二
八
）、
内
務
相
（
任

期
一
九
二
八
〜
三
二
）
を
務
め
、
名
実

と
も
に
最
有
力
王
族
の
一
人
で
あ
っ

た
。

　

そ
の
た
め
、
人
民
党
が
立
憲
革
命
当

日
に
行
っ
た
要
人
拘
束
作
戦
で
も
最
大

の
標
的
と
さ
れ
、
自
邸
の
バ
ー
ン
ク
ン

プ
ロ
ム
宮
殿
内
で
身
柄
を
押
さ
え
ら
れ

た
。
そ
の
後
、
宮
殿
か
ら
ほ
ど
近
い
ア

ナ
ン
タ
サ
マ
ー
コ
ム
宮
殿
内
に
軟
禁
さ

れ
た
が
、
人
民
党
幹
部
と
七
世
王
の
話

し
合
い
の
結
果
、
国
外
退
去
の
処
分
が

下
さ
れ
た
。
余
計
な
政
治
的
混
乱
は
避

け
た
い
と
い
う
両
者
の
意
思
が
一
致
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
親
王
は
七
月
三
日
に

一
旦
自
邸
に
帰
さ
れ
た
の
ち
、
翌
日
鉄

道
で
バ
ン
コ
ク
を
発
ち
、
当
時
は
イ
ギ

リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
、
現
在
は
マ
レ
ー
シ
ア

連
邦
に
属
す
る
ペ
ナ
ン
島
に
渡
り
、
し

ば
ら
く
の
間
そ
こ
に
落
ち
着
い
て
い

た
。

　

し
か
し
、
バ
ン
コ
ク
と
の
通
商
関
係

が
強
く
、
鉄
道
の
敷
設
に
よ
っ
て
往
来

も
容
易
と
な
っ
て
い
た
ペ
ナ
ン
に
は
、

日
増
し
に
野
次
馬
や
新
聞
記
者
が
押
し

か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
真

偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
暗
殺

者
の
影
に
怯
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
そ
こ
で
安
全
を
期
し
た
一
家
は
、

バ
ン
コ
ク
か
ら
よ
り
離
れ
た
ジ
ャ
ワ
島

の
都
市
バ
ン
ド
ン
を
最
終
的
な
亡
命
地

と
し
た
。
そ
の
後
、
親
王
は
つ
い
に
帰

国
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
四
四
年
一
月

一
八
日
に
同
地
で
薨
去
し
た
。

　

親
王
が
ま
ず
は
ペ
ナ
ン
、
さ
ら
に
バ

ン
ド
ン
を
亡
命
先
に
選
ん
だ
背
景
と
し

て
、
ナ
・
ラ
ノ
ー
ン
家
と
の
関
係
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ナ
・
ラ
ノ
ー
ン
家
と
は
中

国
出
身
の
福
建
人
、
許
泗
漳
（
一
七
九

七
〜
一
八
八
二
）
を
始
祖
と
す
る
一
族

で
あ
る
。
は
じ
め
に
ペ
ナ
ン
で
財
を
成

し
た
許
泗
漳
は
、
タ
イ
南
部
の
ラ
ノ
ー

ン
で
錫
鉱
業
を
開
始
し
、
四
世
王
か
ら

徴
税
独
占
権
と
ル
ワ
ン
・
ラ
ッ
タ
ナ

セ
ー
テ
ィ
ー
と
い
う
官
位
・
欽
賜
名
を

与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
八
五
四
年
に

は
ラ
ノ
ー
ン
領
主
に
任
命
さ
れ
た
の

で
、
一
族
は
ナ
・
ラ
ノ
ー
ン
姓
を
名
乗

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ペ
ナ
ン

と
ラ
ノ
ー
ン
を
拠
点
と
し
た
許
家
は
、

錫
鉱
業
・
海
運
業
を
基
幹
と
し
て
、
バ

ン
コ
ク
か
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
か
け
て

の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
家
族

企
業
体
を
形
成
し
た
。

　

許
泗
漳
は
多
数
の
子
孫
を
残
し
た

が
、
そ
の
孫
の
一
人
、
許
如
利
（
プ
ラ

ヤ
ー
・
プ
ラ
デ
ィ
パ
ッ
ト
プ
ー
バ
ー
ン
、

一
八
七
〇
〜
一
九
六
五
）
は
バ
ン
コ
ク

政
界
で
活
躍
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
タ

イ
総
領
事
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
出
世
し

た
。
ま
さ
に
彼
こ
そ
が
、
許
家
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、
親
交
の
深
い
ナ

コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
の
亡
命
を
助
け
た

人
物
で
あ
る
。

●
ダ
ム
ロ
ン
親
王

　

ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
の
叔
父
に
あ

た
る
ダ
ム
ロ
ン
親
王
（
一
八
六
二
〜
一

九
四
三
）
は
、
四
世
王
と
非
王
族
の
側

室
の
間
に
生
ま
れ
た
。
異
母
兄
の
五
世

王
と
と
も
に
幼
少
か
ら
王
宮
内
の
英
語

学
校
で
学
ん
だ
の
ち
、
慣
習
に
し
た
が

い
見
習
い
僧
と
し
て
一
時
出
家
し
た
。

還
俗
後
は
学
校
教
育
の
普
及
に
尽
力
し

た
が
、
そ
の
業
績
が
五
世
王
に
よ
り
認

め
ら
れ
、
初
代
内
務
相
（
任
期
一
八
九

二
〜
一
九
一
五
）
の
要
職
に
抜
擢
さ
れ

た
。
親
王
は
五
世
王
の
期
待
に
応
え
、

地
方
行
政
の
中
央
集
権
改
革
を
お
こ
な

い
、
近
代
国
家
タ
イ
の
基
盤
を
確
立
し

た
。
そ
の
業
績
は
今
日
に
至
る
ま
で
高

く
評
価
さ
れ
、
親
王
は
「
内
務
行
政
の

父
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
六
世
王
と
は
そ
り
が
合
わ
ず
、

一
九
一
五
年
に
は
長
年
務
め
た
内
務
相

を
辞
任
し
、
タ
イ
国
史
編
纂
や
文
化
財

行
政
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
七
世
王
治
世
に
は
い
る
と
、
一

転
し
て
最
高
顧
問
官
に
任
命
さ
れ
、
政

治
の
表
舞
台
に
返
り
咲
い
た
。
ダ
ム
ロ

ン
親
王
は
最
高
顧
問
会
議
の
な
か
で
も

と
く
に
保
守
的
な
思
想
を
も
ち
、憲
法
・

議
会
の
導
入
に
最
後
ま
で
反
対
し
た
王

族
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
考
え
と
は
裏
腹
に
、
七
〇
歳
の

誕
生
日
祝
賀
会
が
自
邸
の
ウ
ォ
ー
ラ

デ
ィ
ッ
ト
宮
殿
で
催
さ
れ
た
わ
ず
か
三

日
後
、
立
憲
革
命
が
発
生
し
た
。
自
邸

で
身
柄
を
確
保
さ
れ
た
親
王
は
、
ナ

コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
ら
と
と
も
に
ア
ナ

ン
タ
サ
マ
ー
コ
ム
宮
殿
内
に
軟
禁
さ
れ

た
の
ち
、
六
月
二
八
日
に
帰
宅
を
許
さ

れ
た
。

　

革
命
前
か
ら
体
調
を
崩
し
が
ち
で

あ
っ
た
ダ
ム
ロ
ン
親
王
は
、
王
族
御
用

達
の
避
暑
地
フ
ア
ヒ
ン
で
静
養
す
る
こ

と
が
多
く
な
っ
て
い
た
が
、
革
命
後
は

混
乱
を
避
け
る
必
要
も
生
じ
た
た
め
、

娘
た
ち
と
同
地
に
落
ち
着
い
た
。
同
じ

理
由
か
ら
、
革
命
後
の
フ
ア
ヒ
ン
に
は

七
世
王
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
王
族
が
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滞
在
し
、
バ
ン
コ
ク
の
人
民
党
政
府
と

一
定
の
距
離
を
お
き
つ
つ
政
治
交
渉
を

行
う
た
め
の
拠
点
と
な
っ
た
。

　

一
方
、革
命
後
の
人
民
党
内
部
で
は
、

プ
リ
ー
デ
ィ
ー
・
パ
ノ
ム
ヨ
ン
（
一
九

〇
〇
〜
八
三
）
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
急

進
派
文
民
と
軍
人
の
対
立
、ピ
ブ
ー
ン
・

ソ
ン
ク
ラ
ー
ム
（
一
八
九
七
〜
一
九
六

四
）
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
若
手
軍
人
に

よ
る
初
代
首
相
プ
ラ
ヤ
ー
・
マ
ノ
ー
パ

コ
ー
ン
ニ
テ
ィ
タ
ー
ダ
ー
（
任
期
一
九

三
二
〜
三
三
）
追
放
ク
ー
デ
タ
な
ど
が

起
こ
り
、
不
安
定
な
状
況
が
続
い
た
。

さ
ら
に
一
九
三
三
年
一
〇
月
に
は
、
四

世
王
の
孫
で
軍
人
の
ボ
ー
ウ
ォ
ー
ラ

デ
ー
ト
親
王（
一
八
七
三
〜
一
九
五
三
）

が
、
人
民
党
を
共
産
主
義
政
権
と
批
判

し
て
武
力
蜂
起
し
た
。

　

七
世
王
は
事
態
を
見
守
る
た
め
に
、

ダ
ム
ロ
ン
親
王
ら
フ
ア
ヒ
ン
に
滞
在
す

る
王
族
を
連
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ

ヤ
に
近
い
タ
イ
南
部
の
都
市
ソ
ン
ク

ラ
ー
に
移
動
し
た
。
蜂
起
が
失
敗
に
終

わ
り
、
七
世
王
は
二
カ
月
ほ
ど
で
バ
ン

コ
ク
に
戻
っ
た
が
、
ダ
ム
ロ
ン
親
王
は

そ
の
ま
ま
ペ
ナ
ン
に
逃
れ
た
。
親
王
は

そ
こ
で
社
交
や
執
筆
に
時
間
を
費
や

し
、
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦

で
南
進
政
策
を
す
す
め
た
日
本
が
一
九

四
一
年
に
ペ
ナ
ン
島
を
占
領
し
た
翌

年
、
タ
イ
政
府
の
意
向
を
受
け
て
帰
国

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
わ
ず
か
一

年
後
の
一
九
四
三
年
一
二
月
一
日
、
自

邸
に
て
八
一
年
の
長
い
生
涯
を
終
え

た
。

　

ダ
ム
ロ
ン
親
王
が
ペ
ナ
ン
に
移
住
し

た
の
も
、
や
は
り
ナ
・
ラ
ノ
ー
ン
家
と

の
関
わ
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
親

王
は
内
務
相
時
代
、
い
く
つ
か
の
県
を

州
単
位
に
ま
と
め
、
そ
こ
に
州
知
事
を

送
っ
て
統
治
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
三
代

目
の
プ
ー
ケ
ッ
ト
州
知
事
（
任
期
一
九

〇
一
〜
一
三
）
を
任
じ
た
の
が
許
泗
漳

の
息
子
、
許
心
美
（
プ
ラ
ヤ
ー
・
ラ
ッ

サ
ダ
ー
ヌ
プ
ラ
デ
ィ
ッ
ト
マ
ヒ
ッ
ト

ソ
ー
ラ
パ
ッ
ク
デ
ィ
ー
、
一
八
五
七
〜

一
三
）
で
あ
っ
た
。
ダ
ム
ロ
ン
親
王
一

族
と
許
家
は
こ
の
と
き
か
ら
親
し
く
な

り
、
バ
ン
コ
ク
と
ペ
ナ
ン
を
お
互
い
に

訪
問
し
あ
う
仲
に
な
っ
た
と
い
う
。
立

憲
革
命
の
あ
と
ペ
ナ
ン
に
移
住
し
た
親

王
の
生
活
を
当
初
か
ら
助
け
た
の
も
、

マ
ラ
ヤ
初
の
華
人
商
工
会
議
所
で
あ
る

檳

州

中

華

工

商

会
（P

en
an
g 

C
h
in
e
s
e
 
C
h
a
m
b
e
r
 
o
f 

C
o
m
m
erce

）
を
一
九
〇
三
年
に
創

設
し
た
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、許
如
琢（
プ

ラ
ヤ
ー
・
ラ
ッ
タ
ナ
セ
ー
テ
ィ
ー
、
一

八
七
一
〜
一
九
五
一
）
で
あ
っ
た
。

●
ラ
ー
マ
七
世
王

　

タ
イ
最
後
の
絶
対
君
主
、
そ
し
て
最

初
の
立
憲
君
主
と
な
っ
た
ラ
ー
マ
七
世

王
は
、
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
、
ダ
ム

ロ
ン
親
王
ら
に
つ
づ
い
て
最
後
に
国
外

へ
移
住
し
た
王
族
で
あ
る
。

　

五
世
王
の
息
子
た
ち
は
ほ
ぼ
全
員
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
送
ら
れ
た
が
、
ま

だ
ス
コ
ー
タ
イ
親
王
で
あ
っ
た
七
世
王

も
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
士

官
学
校
を
卒
業
し
た
。
帰
国
後
は
十
分

な
経
験
を
積
む
間
も
な
く
、
一
九
二
五

年
に
三
二
歳
の
若
さ
で
王
位
を
継
承
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

長
兄
の
六
世
王
と
は
異
な
り
、
七
世

王
は
王
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
柔
軟
な

考
え
を
も
ち
、
憲
法
・
代
議
制
の
導
入

に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
六
年

に
外
国
人
顧
問
で
法
律
家
の
ア
メ
リ
カ

人
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｂ
・
セ
イ
ヤ
ー
（
一

八
八
五
〜
一
九
七
二
）
に
宛
て
た
文
書

で
は
、
王
位
継
承
、
代
議
制
、
宰
相
制

な
ど
政
体
の
根
本
に
関
わ
る
事
が
ら
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に

一
九
三
二
年
四
月
六
日
の
バ
ン
コ
ク
建

都
一
五
〇
周
年
記
念
式
典
に
際
し
て
欽

定
憲
法
を
下か

賜し

し
よ
う
と
計
画
し
、
実

際
に
憲
法
草
案
を
つ
く
ら
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
ナ
コ
ー
ン
サ
ワ
ン
親
王
や
ダ

ム
ロ
ン
親
王
ら
保
守
的
な
最
高
顧
問
官

の
反
対
に
あ
っ
た
た
め
、
憲
法
が
下
賜

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

立
憲
革
命
当
日
、
七
世
王
は
「
憂
い

か
ら
遠
き
宮
殿
」
と
み
ず
か
ら
名
付
け

た
フ
ア
ヒ
ン
の
離
宮
で
過
ご
し
て
い

た
。
ゴ
ル
フ
の
最
中
に
革
命
の
知
ら
せ

を
聞
い
た
七
世
王
は
と
く
に
驚
い
た
様

子
も
な
く
、「
言
っ
た
と
お
り
だ
ろ
う
」

と
王
妃
に
向
か
っ
て
述
べ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
革
命
に
先
駆
け
て
欽
定
憲

法
を
下
賜
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や

む
心
中
が
推
し
量
ら
れ
る
。
バ
ン
コ
ク

に
戻
る
と
、
六
月
二
七
日
に
人
民
党
の

要
求
す
る
暫
定
憲
法
に
署
名
し
、
次
い

で
一
二
月
一
〇
日
に
は
ア
ナ
ン
タ
サ

マ
ー
コ
ム
宮
殿
で
タ
イ
初
の
恒
久
憲
法

公
布
式
典
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
王
室
を
誹
謗
中
傷
し
た
う

え
に
、
民
主
化
を
謳
い
な
が
ら
一
〇
年

間
は
一
党
独
裁
体
制
を
敷
こ
う
と
し
た

人
民
党
に
七
世
王
は
強
い
不
満
を
も

ち
、
非
民
主
的
で
あ
る
と
の
批
判
を
始

め
る
。
さ
ら
に
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ー
の
よ

う
な
社
会
主
義
的
な
思
想
を
も
つ
人
物

を
擁
す
る
人
民
党
政
権
を
共
産
主
義
の

脅
威
と
み
な
し
、
お
も
に
イ
ギ
リ
ス
の

影
響
力
を
利
用
し
な
が
ら
牽
制
し
よ
う

と
試
み
た
。

　

そ
の
最
中
、
一
九
三
三
年
一
〇
月
に

ボ
ー
ウ
ォ
ー
ラ
デ
ー
ト
親
王
が
蜂
起
す

る
と
、
人
民
党
は
フ
ア
ヒ
ン
か
ら
バ
ン
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（出所）筆者作成。

コ
ク
に
帰
省
す
る
よ
う
七
世
王
に
求
め

た
。
し
か
し
国
王
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ

ず
、
他
の
王
族
ら
と
と
も
に
ソ
ン
ク

ラ
ー
に
移
動
し
て
様
子
を
見
守
っ
た
。

結
局
蜂
起
が
失
敗
し
た
た
め
、
人
民
党

が
王
族
の
関
与
を
疑
っ
て
処
罰
に
か
か

る
こ
と
を
恐
れ
、
ま
ず
は
高
齢
の
王
族

た
ち
を
ペ
ナ
ン
に
亡
命
さ
せ
た
。
自
身

は
一
二
月
に
バ
ン
コ
ク
に
戻
っ
た
が
、

そ
の
翌
月
に
は
弱
っ
て
い
た
眼
と
歯
の

治
療
、
お
よ
び
親
善
を
理
由
に
欧
米
諸

国
へ
の
外
遊
に
出
発
し
た
。
一
月
二
〇

日
、
ス
マ
ト
ラ
島
の
メ
ダ
ン
か
ら
船
で

旅
立
つ
七
世
王
を
見
送
る
た
め
に
、
各

地
に
亡
命
中
の
王
族
が
集
ま
っ
た
。
そ

の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ナ
コ
ー
ン
サ

ワ
ン
親
王
や
ダ
ム
ロ
ン
親
王
も
含
ま
れ

て
い
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
到
着
し
た
七
世
王
は

予
定
通
り
各
国
を
訪
問
し
た
が
、
途
中

で
勝
手
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に

渡
り
、
人
民
党
政
府
が
一
党
独
裁
を
や

め
民
主
化
を
進
め
な
け
れ
ば
退
位
す
る

と
い
う
旨
の
要
求
を
つ
き
つ
け
た
。
危

険
の
及
ば
な
い
渡
航
先
で
、
国
際
的
な

支
持
を
楯
に
人
民
党
と
戦
う
と
い
う
こ

の
作
戦
は
、
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い

た
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
れ
は
、

王
位
を
か
け
た
戦
略
的
な
亡
命
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
期
待
し
た
よ
う
な
支
持
は

得
ら
れ
ず
、
人
民
党
が
最
後
通
牒
を
拒

否
し
た
結
果
、
七
世
王
は
一
九
三
五
年

三
月
二
日
に
イ
ギ
リ
ス
で
退
位
を
表
明

し
た
。
国
王
は
王
位
継
承
前
の
ス
コ
ー

タ
イ
親
王
の
地
位
に
戻
り
、
一
九
四
一

年
五
月
三
〇
日
に
ロ
ン
ド
ン
郊
外
で
薨

去
し
た
。

●
お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
、
立
憲
革
命
に
始
ま
る
有

力
王
族
の
亡
命
に
お
い
て
、
バ
ン
コ
ク

か
ら
英
領
マ
ラ
ヤ
へ
と
広
が
る
ナ
・
ラ

ノ
ー
ン
／
許
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
強
化
さ
れ

た
パ
ト
ロ
ン
―
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
、

す
な
わ
ち
、
チ
ャ
ッ
ク
リ
ー
王
族
が
許

家
に
政
治
的
保
護
を
与
え
、
許
家
は
代

わ
り
に
経
済
的
利
益
を
提
供
す
る
と
い

う
両
者
の
関
係
が
、
ま
さ
に
亡
命
の
命

綱
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
王
族
と
い
っ
て
も
一
枚
岩

で
は
な
く
、
人
民
党
政
府
に
協
力
し
た

者
や
、
別
の
場
所
に
亡
命
し
た
者
も
い

る
。
ま
た
、
政
治
的
な
駆
け
引
き
を
前

提
と
し
た
七
世
王
の
亡
命
に
つ
い
て

は
、さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
亡
命
」
と
い
う
視

点
は
、
タ
イ
に
お
け
る
絶
対
王
制
の
権

力
基
盤
や
、
近
代
国
家
の
あ
り
方
そ
の

も
の
を
問
う
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
ひ
な
た　

し
ん
す
け
／
日
本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
・
京
都
大
学
大
学
院
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
博
士
課

程
）
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